
  売 買 仮 契 約 書 （案） 

 

売主文京区（以下「甲」という。）と買主○○○（以下「乙」という。）

は、次の条項により売買仮契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、互いに信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなけれ

ばならない。 

 

（売買物件） 

第２条 甲は、甲が所有する別紙に掲げる区分所有建物（以下「本物件」

という。）を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるもの

とする。 

  

（売買面積） 

第３条 本物件の売買面積は、別紙に掲げる床面積によるものとし、甲及

び乙は、本契約締結後、本物件の面積が当該床面積と異なることを発見

しても、売買代金の増額又は減額の請求をすることができない。 

  

（売買代金） 

第４条 本物件の売買代金は、金【落札額】円（消費税及び地方消費税【消

費税及び地方消費税】円を含む。）とする。 

 

（契約保証金） 

第５条 乙は、契約保証金として金【落札額の 100分の 10】円を甲の発行

する納入通知書により、その指定する期日までに、その指定する場所に

おいて、支払わなければならない。 

２ 前項の場合において、既に納付済みの入札保証金があるときは、乙は、

前項の契約保証金（以下「契約保証金」という。）から当該入札保証金を

減じて得た額を支払うものとする。 

３ 契約保証金には、利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、契約保証金を乙に

返還しない。 

５ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、本契約が解除されたときは、

契約保証金を乙に返還しない。 

６ 第１項の契約保証金は、第１８条に定める損害賠償金の予定又は一部
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と解釈しない。 

 

（売買代金の支払） 

第６条 乙は、第４条の売買代金から契約保証金を差し引いた額を、甲の

発行する納入通知書により、その指定する期日までに、その指定する場

所において、支払わなければならない。 

 

（遅延損害金） 

第７条 乙は、前条に規定する額をその指定する期日までに支払わないと

きは、納期限の翌日から納入した日までの日数につき前条に規定する額

に年１４．６パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期

間についても３６５日当たりの割合とする。）で計算した額（１００円未

満であるときは、その額を切り捨てる。）を遅延損害金として、甲に納付

しなければならない。 

 

（所有権の移転及び本物件の引渡し） 

第８条 本物件の所有権は、乙が第４条の売買代金（前条の遅延損害金が

あるときは、これを含む。）の支払を完了したときに、甲から乙に移転す

る。 

２ 本物件の引渡し（以下「引渡し」という。）の時期は、本契約締結後、

甲乙協議の上、定めるものとする。 

３ 乙が引渡しを受けたときは、乙は、甲が別に定める受領書を提出しな

ければならない。 

４ 乙は、本物件（本物件に附属する物品等一式を含む。）が現状有姿で引

き渡されることを十分に理解し、必要となる修繕、整備及び安全性の確

保については、自らの負担及び責任において行うものとする。 

 

（所有権の移転登記） 

第９条 乙は、前条第１項の規定により本物件の所有権が乙に移転したと

きは、速やかに甲に対し所有権の移転登記を請求し、甲は、遅滞なく所

有権の移転登記を嘱託するものとする。 

２ 前項に規定する所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（用途の制限） 

第１０条 乙は、本物件を次に掲げる用途に供してはならないものとする。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号から第６号までに規定する者、反社会的団体及



びその構成員がその活動のために利用する等、公序良俗に反する用 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業のための用 

⑶ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年

法律第１４７号）に基づく処分を受けている、若しくは過去に受けた

ことのある団体、その役職員又は構成員の活動のための用 

２ 乙は、本物件の所有権を第三者に移転するとき又は使用及び収益を目

的とする権利を第三者に設定するときは、前項各号に規定する用途の制

限を当該第三者に承継させなければならない。 

 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、本契約の履行に当たり、必要があると認めたときは、乙

に対してその業務若しくは資産の状況に関して質問し、実地に調査し、

又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 

（違約金） 

第１２条 乙は、第１０条に規定する義務に違反したときは、第４条の売

買代金の３０パーセントの額(１円未満の端数があるときは、これを切り

上げた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

２ 乙は、正当な理由なく前条に規定する実地調査等に応じないときは、

第４条の売買代金の１０パーセントの額(１円未満の端数があるときは、

これを切り上げた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

３ 前２項の違約金は、第１８条の規定による損害賠償金の予定又は一部

と解さない。 

 

（危険負担） 

第１３条 本契約締結後、引渡しまでの間において、天災事変等甲及び乙

の責めに帰することのできない事由により本物件が滅失し、又は毀損し

たことにより、本物件の引渡しができなくなった場合は、甲又は乙は本

契約を解除することができる。 

２ 前項に規定する事由により本物件が毀損した場合において、本物件の

修復が可能なとき（次項に規定する場合を除く。）は、甲は、本物件を修

復して乙に引渡すものとする。この場合において、乙は、甲が引渡しの

時期を合理的な範囲で変更することについて、甲に対し異議を述べるこ



とはできない。 

３ 甲及び乙は、前項に規定する甲による修復が著しく困難なとき又は過

大な費用を要するときは、本契約を解除することができる。 

４ 第１項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、第４

条に規定する売買代金のうち、既に受領している分について、無利息で

乙に返還する。 

５ 第１項又は第３項の規定により本契約を解除されたときは、甲は、乙

が負担した第１９条に定める契約等の費用並びに本物件に支出した必要

費及び有益費その他一切の費用は返還しない。 

 

（契約不適合責任の免責） 

第１４条 甲は、本物件を現状有姿の状態で乙に売却するものとし、乙は、

本契約締結後、本物件が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適

合しないものであることが判明した場合であっても、甲に対し、履行の

追完の請求、売買代金の減額、免除若しくは損害賠償の請求又は契約の

解除その他一切の請求をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１

号）第２条第１項に定める消費者に該当するときは、乙は、甲に対し、

引渡日から１年以内において、契約不適合の目的物の修補に限り、請求

することができる。 

 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合において、甲

が相当の期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず、当該期間

内に履行がないときは、甲は、本契約を解除することができる。 

  

（返還金） 

第１６条 甲は、前条及び第２１条の暴力団等排除措置に関する特記事項

に定める解除権（以下「解除権」という。）を行使したときは、既納の売

買代金（第６条に規定する義務又は乙の責めに帰する事由による解除の

場合にあっては、第５条第４項又は第５項の規定により乙に返還しない

契約保証金を除く。）を無利息で乙に返還する。 

２ 前項の場合において、甲は、乙が支払った第７条に規定する遅延損害

金、第１２条及び第２１条に規定する違約金並びに第１９条に規定する

契約等の費用、本物件に支出した必要費及び有益費その他一切の費用は

返還しない。 

３ 第１項の場合において、乙が第７条に規定する遅延損害金、第１２条



若しくは第２１条に規定する違約金又は第１８条に規定する損害賠償金

を甲に支払うべき義務があるときは、甲は、これらの金員と甲が返還す

る売買代金の全部又は一部とを相殺することができる。 

 

（原状回復義務） 

第１７条 乙は、甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、

本物件を自己の負担で原状に回復して返還しなければならない。ただし、

甲が本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状

のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲の指定する

期日までに、本物件の所有権移転登記の承諾書等を甲に提出しなければ

ならない。 

３ 甲は、第１項の規定により返還された本物件において、乙所有の残置

物があるときは、乙がその所有権を放棄したものとみなすものとし、乙

は、甲が任意に当該残置物を処分しても、異議を述べない。 

４ 乙は、第１項ただし書の規定により現状で返還された本物件が滅失し、

又は毀損していると甲が認めたときは、その損害賠償として契約解除時

の時価により算定された減損額に相当する額を甲に対し支払わなければ

ならない。この場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害

を与えている場合には、その損害に相当する額を甲に支払わなければな

らない。 

 

（損害賠償） 

第１８条 乙が本契約に違反した場合、本契約に定める義務を履行しない

場合又は第１５条の定めにより甲が本契約を解除した場合において、甲

に損害があるときは、甲は、乙に対して損害賠償を請求することができ

る。この場合において、乙において損害を生じても、乙は、甲に対して

損害賠償を請求することができない。 

 

（契約の費用） 

第１９条 本契約の締結及び履行に要する一切の費用は、全て乙の負担と

する。 

 

（公租公課等の負担） 

第２０条 本物件に係る公租公課、管理費、修繕積立金等については、納

税告知書、請求書等の宛名名義にかかわらず引渡しの日をもって区分し、

引渡日の前日までの分を甲が負担し、引渡日以降の分を乙が負担する。 



 

（暴力団等排除措置に関する特約条項） 

第２１条 暴力団等排除措置に関する特記条項については、別紙に定める

ところによる。 

 

（諸規約の承継） 

第２２条 乙は、本物件に係る管理規約及び使用規則等に基づく甲の権利

及び義務を承継し、これを遵守するものとする。 

２ 乙は、本物件の所有権を第三者に移転するとき又は使用及び収益を目

的とする権利を第三者に設定するときは、前項に規定する遵守義務を当

該第三者に承継させなければならない。 

 

（相隣関係等への配慮） 

第２３条 乙は、本物件の引渡し以後においては、近隣住民その他第三者

との紛争が生じないように留意するものとする。 

 

 （転売の制限） 

第２４条 乙は、本物件の引渡しを受けるまでの間に、乙から第三者への

本物件の売買を目的とする売買契約及び媒介契約（予約契約を含む。）の

締結、物件情報の提供、広告活動並びにその他一切の売却活動を行うこ

とができないものとする。 

 

（疑義の決定） 

第２５条 本契約について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事

項については、必要に応じて甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第２６条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲

の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 

本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各

自その１通を保有する。 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

甲 東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者 文京区長 成 澤 廣 修 

 

乙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           別紙 

契約における暴力団等排除措置に関する特記事項 

（総則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。 

（用語の定義） 

第２条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 甲 発注者である文京区をいう。 

⑵ 乙 文京区との契約の相手方をいう。乙が特定建設共同企業体、事業

協同組合等であるときは、その構成員全てを含む。 

⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号の暴力団をいう。 

⑷ 暴力団員 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

⑸ 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者をいう（この特約においては、暴力団員には暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者を含む。）。 

⑹ 不当介入 不正な利益を得る目的で暴力団関係者が行う行為で、事実

関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違

法な要求、妨害その他契約内容の適正な履行を妨げる一切の不当又は

違法な行為をいう。 

⑺ 法人の役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員

（役員として登記し、又は届出されていないが、実質上経営に関与し

ている者を含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者並びに直接雇

用契約を締結している正社員をいう。 

（乙が暴力団関係者であった場合の甲の解除権） 

第３条 甲は、乙が各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解

除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものと

する。 

⑴ 法人の役員又は使用人が暴力団員であるとき又は暴力団員が経営に

実質的に関与していると認められるとき。 

⑵ 法人の役員又は使用人が業務に関し、不正に財産上の利益を図るた

め又は第三者に損害を加えるために暴力団又は暴力団員を利用したと



認められるとき。 

⑶ 法人の役員又は使用人が暴力団又は暴力団員に対して、直接若しく

は間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、

又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。 

⑷ 法人の役員又は使用人が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

関係を有していると認められるとき。 

⑸ 法人の役員又は使用人が下請契約、資材及び原材料の購入契約等に

当たり、その契約の相手方が前各号のいずれかに該当する者であるこ

とを知りながら、当該契約したと認められるとき。 

２ 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否

かにかかわらず、乙は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金と

して甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、

乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者で

あった者又は構成員であった者に違約金の請求をすることができる。 

（暴力団等を排除するための連携） 

第４条 甲及び乙は、警察と連携し、本契約に不当介入しようとする暴力

団及び暴力団関係者を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を

行うものとする。 

（不当介入を受けた場合の措置） 

第５条 乙は、本契約の履行に当たり、次の事項を遵守しなければならな

い。 

⑴ 本契約に関して、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けた場

合は、き然として拒否し、速やかに甲に報告するとともに、警察に届

け出ること。 

⑵ 下請負人又は再受託者がある場合において、当該下請負人又は再受

託者が暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けたときは、き然と

して拒否し、乙に速やかに報告するとともに、警察に届け出るよう当

該下請負人又は再受託者を指導すること。 



別紙 

 

１ 建 物  

一棟の建物の表示 

所在 文京区根津一丁目 ２０５番地２ 

名称 コーポ根津清水 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下

１階付１３階建 

専有部分の建物の表示（●階●号室） 

家屋番号 根津一丁目 ２０５番●の● 

種類 居宅 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造１階建 

床面積 ●㎡ 

 

２ 土 地 

敷地権の目的である土地の表示 

所在 文京区根津一丁目 ２０５番２  

地目 宅地 

地積 １７４０．７９㎡ 

敷地権の表示 

権利の種類 所有権 

敷地権の割合

（共有持分） 

 

 

３ 専有部分に附属する物品等 一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（付 帯 条 項） 

１ 乙は、この契約の成立について「文京区議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例」（昭和 39 年３月文京区条例第 12

号）第３条の規定による文京区議会の議決に従わなければならない。 

２ 前項の議決を得るまでの期間を仮契約の期間とし、その期間において

本書は、仮契約書とする。 

３ 契約日は、第１項の議決を得た日とする。 

４ 本書は、第１項の議決を得たとき本契約書に切り替わるものとし、甲

は議決された旨の通知書を乙に送付する。 

５ 第１項の規定により文京区議会において本契約の締結を否決されたと

きは、本契約を無効とする。この場合において、甲は、乙に対し、いか

なる責任も負わない。 


